
議案第３７号 

 

町及び字の区域の変更について 

 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく阪神間都市計画事業北摂

三田第二テクノパークＢ地区土地区画整理事業に伴う町及び字の区域の変更につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、議会

の議決を求める。 

 

平成２７年２月２６日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    
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変   更   調   書 

変      更      前 変 更 後 

大 字 字 地     番 町 

上 内 神 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須  丸 ２６７の１ 

２６８から２７２まで 

２７３の１から２７３の４まで 

テクノパーク 

萩 ノ 尾 ３０２から３０４まで 

３０５の１から３０５の３まで 

３０６の１ ３０７の１ ３０７の２ 

３０８ ３０９ ３１０の１ ３１０の２ 

北  山 

１１９２の１ 

１１９３の１から１１９３の９まで 

１１９３の１７から１１９３の２７まで 

１１９３の２９ １１９４の１３ 

１１９４の１４ １１９４の３８ 

１１９４の３９ １１９４の４１ 

１１９４の４５から１１９４の６１まで 

王  子 １２０２の１ 

地 藏 田 １６０５の１０ １６０５の１１ 

大  藪 １６１１の１ 

下 相 野 

 

北  山 １３６８ １３６９ １３７０の１ 

１３７０の３  

１３７１の１から１３７１の４まで 

１３７２の２ １３７２の３  

１３７２の５から１３７２の８まで 

１３７２の１０ １３７２の１１ 

此  手 １３７７の１ １３７８の１ 

 大  藪 １２１５ １２１５の１ １２１６ 

１２１６の１から１２１６の８まで 

１５５２ 
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 １５５２の１から１５５２の２８まで 

１５５３の１から１５５３の４まで 

１５５４の１ １５５４の２ 

１５５５の１から１５５５の４まで 

１５５６から１５５８まで 

上記のほか、変更前の区域に介在する道路、水路である公有地の全部は、変更後

の区域に編入する。 

（備考） 地番は、平成２６年１２月１７日現在の地番である。 
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